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  令和５年３月２８日 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

函館市規則第１０号 

   函館市支所事務分掌規則の一部を改正する規則 

 函館市支所事務分掌規則（昭和５２年函館市規則第３８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第４項戸井支所市民福祉課の項中第６号を削り，第７号を第６

号とし，第８号から第３１号までを１号ずつ繰り上げ，第３２号を削り，

第３３号を第３１号とし，第３４号を第３２号とし，第３５号を削り， 

同項第３６号中「生きがい支援および生活支援」を「在宅福祉サービス」  

に改め，同号を同項第３３号とし，同項中第３７号を第３４号とし，第

３８号から第４３号までを３号ずつ繰り上げ，第４４号および第４５号

を削り，同項第４６号中「指導等」を「推進等」に改め，同号を同項第

４１号とし，同項中第４７号を第４２号とし，第４８号を第４３号とす

る。 

第２条第５項恵山支所市民福祉課の項中第８号を削り，第９号を第８

号とし，第１０号から第３３号までを１号ずつ繰り上げ，第３４号を削

り，第３５号を第３３号とし，第３６号を第３４号とし，第３７号を削

り，同項第３８号中「生きがい支援および生活支援」を「在宅福祉サー

ビス」に改め，同号を同項第３５号とし，同項中第３９号を第３６号と

し，第４０号から第４９号までを３号ずつ繰り上げ，第５０号を削り，

同項第５１号中「指導等」を「推進等」に改め，同号を同項第４７号と

し，同項中第５２号を第４８号とし，第５３号を第４９号とする。 

第２条第６項椴法華支所市民福祉課の項中第６号を削り，第７号を第

６号とし，第８号から第３１号までを１号ずつ繰り上げ，第３２号を削

り，第３３号を第３１号とし，第３４号を第３２号とし，第３５号およ

び第３６号を削り，同項第３７号中「生きがい支援および生活支援」を



「在宅福祉サービス」に改め，同号を同項第３３号とし，同項中第３８

号を第３４号とし，第３９号から第４４号を４号ずつ繰り上げ，第４５

号を削り，同項第４６号中「指導等」を「推進等」に改め，同号を同項

第４１号とし，同項中第４７号を第４２号とし，第４８号を第４３号と

する。 

第２条第７項南茅部支所市民福祉課の項中第６号を削り，第７号を第

６号とし，第８号から第３１号までを１号ずつ繰り上げ，第３２号を削

り，第３３号を第３１号とし，第３４号を第３２号とし，第３５号を削

り，同項第３６号中「生きがい支援および生活支援」を「在宅福祉サー

ビス」に改め，同号を同項第３３号とし，同項中第３７号を第３４号と

し，第３８号から第４６号までを３号ずつ繰り上げ，第４７号および第

４８号を削り，同項第４９号中「指導等」を「推進等」に改め，同号を

同項第４４号とし，同項中第５０号を第４５号とし，第５１号を第４６

号とする。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


